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1.研究の背景・既往研究の整理・研究目的 

人口減少時代を背景に空き地や荒廃した雑木林といった

低未利用地の増加が全国的な課題となっている。このよう

な課題に対する取り組みの先進例として、低未利用地を市

民の手で地域のオープンスペースとして活用する千葉県柏

市のカシニワ制度がある。低未利用地の活用は暫定的なも

のが前提となっているが、長期的に低未利用地として残存

する土地は少なくないと考えられ、活用の持続性が求めら

れているといえる。 

カシニワ制度を対象とした既往研究には、制度の運営手

法に着目した研究(1)や低未利用地の活用に至るまでの想定

されるプロセスと現状との乖離に着目した研究(2)がある。本

研究では、活用の持続性という観点からカシニワ制度の現

状を把握し、どのような活動条件が持続的な活用と関係し

ているのかを明らかにすることを目的とする。 

2.カシニワ制度の概要 

カシニワ制度は、柏市が空き地や雑木林等を所有する市

民とこのような低未利用地で活動を行いたい市民を仲介し、

市内の低未利用地を活用する制度である。土地所有者と活

用希望者がそれぞれ土地情報と団体情報を「カシニワ情報

バンク」に登録し、これをもとに市が仲介を行うことで低未

利用地の活用が成立する。成立した活用は「カシニワ公開」

を通じて市民にオープンスペースとして公開される。 

3.研究の方法 

カシニワ制度を通じて活動を行っている団体の活動実態

を把握するためにアンケートとヒアリングを行った。アン

ケートは、活動場所をオープンスペースとして地域に公開

している団体の内、カシニワ制度 HP に記載されている 40

団体を対象とし、メール、郵送を用いて 25団体からの回答

を得ることができた。 

各団体の持続性について、「活動頻度（活動開始初期と現

在の活動頻度の変化）」、「活動参加人数（活動開始初期と現

在の活動の参加人数の変化）」を指標とした。アンケートか

ら得られた各団体の活動条件を活動場所の特性・活動主体

の特性・周辺住民との関係の３つに分類し、これらの条件と

持続性との関係性を分析した。また、アンケート結果をもと

に活動に必要とされる制度のサポートについて考察した。 

4.調査結果 

4-1.各団体の持続性の現状 

活動頻度の変化について、約 4％の団体が「増加」、約 76％

の団体が「維持」、20％の団体が「減少」を選択した。活動

参加人数の変化について、約 48％の団体が「維持」、約 52％

の団体が「減少」を選択した。 

活動頻度と活動参加人数の両方もしくはいずれかが減少

している団体は 17団体と全体の 7割近くとなっていた。特

に、活動参加人数は半数以上が「減少」していた。 

図 1.活動頻度の変化   図 2.活動参加人数の変化 

4-2.持続性と活動条件 

4-2-1.持続性と活動場所 

活動場所の条件として各団体の活用の型（注１）を、「花園型

を含む団体」「農園型を含む団体」「広場型を含む団体」「樹

林型を含む団体」「公共型を含む団体」に分類した。それぞ

れの活動参加人数の維持率（注２）を得たところ「樹林型を含

む団体」の維持率が 71.4%と最も高かった。 

ここで、樹林地の活用には整備・保全・活用の３つのステ

ップがある。活用のステップになると、間伐や樹木の剪定と

いった活動場所の環境を整備・保全するための行為だけで

なく生物の調査や野菜の栽培、花壇の整備といった付加的

な活動を行うことが可能となる。ヒアリングより「樹林型を

含む活用」ではこのような付加的な活動が可能となること

がわかった。これより、「樹林型を含む活用」は各団員の興

味のある活動を行いやすく、これが活動参加人数の維持に

繋がっていることがわかった。 

4-2-2.持続性と活動主体 

4-2-2-1.持続性と活動内容について 

活動主体の条件として、各団体の活動内容について表 1の

ように 8 種類に分類した。活動内容ごとに活動頻度の維持

率（注２）を得たところ、「植栽」、「栽培」、「交流」を行ってい

る団体の維持率が高いという結果が得られた。 

「植栽」、「栽培」について、これらの活動は緑を育てると

いう継続的に手入れが必要となる行為であり、この継続的

な手入れが活動頻度の持続性に影響を及ぼしていることが

考えられる。また、「植栽」、「栽培」を行っている団体の内、

更に「交流」を行っている団体は全て活動頻度を維持してい

た。「交流」は活動場所を利用して地域の住民との交流を積



 

 

極的に図る行為である。このように、継続的な手入れが必要

となる活動に加え、他者を積極的に招き入れるための具体

的な活動を行っている団体はより活動頻度の維持率が高い

ことがわかった。 

表 1. 活動内容と活動頻度の変化 

4-2-2-2.持続性と活動目的について 

表 2.活動目的と活動頻度の維持率 

活動主体の条件として、活

動目的について表 2 のよ

うに分類した。活動頻度の

維持率(注２)を得たところ、

「社会貢献」、「緑化」を掲

げている団体の維持率が

高かった。「社会貢献」につ

いて、特に「文化財保護」、

「教育」を目的に掲げてい

る団体は維持率が100％で

あった。「文化財保護」は特

定の文化財を保護する目

的であり、「教育」は子供の

教育に携わる目的である。

これらの目的の特徴として、何に対して、誰に対しての目的

であるかが明確になっていることが挙げられる。これより、

団体の目的について、「社会貢献」を目的として掲げている

団体は活動頻度を維持している団体が多く、活動目的の対

象が明確な場合、その傾向が強いことが考えられる。 

4-2-3.持続性と周辺との関係 

周辺住民との関係として、周辺住民に対する配慮につい

て活動頻度の維持率(注２)を得た。「配置」（多くの人が利用し

やすいように机やベンチの配置を工夫している）、「ルール」

（みんなが気持ちよく活動場所を使えるようにルールを設

けている）、「情報提供」（理解を得るために積極的に情報提

供している）を回答した団体は維持率が高かった。 

ここで、ヒアリング調査より継続的に活動を間近に見て

もらうことで徐々に周辺住民からの理解を得られることが

わかった。「配置」、「ルール」は、周辺住民が活動場所を利

用する際に気持ちよく使えるようにするための配慮であり、

「情報提供」は各団体が活動場所において実際にどのよう

な活動を行っているのかを知ってもらうための配慮である。

このように実際に活動場所を気持ちよく使ってもらうこと、

どのような活動を行っているのか具体的に知ってもらうこ

とが周辺住民からの理解に繋がっているといえる。 

4-3.制度によるサポート 

カシニワ制度による活動団体へのサポートを、「支援」（助

成金などの具体的な支援）、「仲介」（カシニワ公開や行政が

仲介することによる信頼性といった活動団体と市民の仲

介）、「イベント」（カシニワフェスタやカシニワ講座といっ

たイベントの開催）の３つに分類し、どのようなサポートが

必要とされているのかを調査した。 

「支援」について、ほぼ全ての団体が金銭的な支援を必要

と回答した。特に、「活動助成金」を必要とした団体は 23団

体と全体の 9 割近くを占めており、活動を継続していくた

めの基本的なサポートとして「活動助成金」が必要不可欠で

あることがわかった。 

「イベント」について、17 団体が活動を行うモチベーシ

ョンとして「イベント」が必要であると回答しており、「イ

ベント」が活動を継続していくためのモチベーションとな

っていることがわかった。また、14 団体が「新規団体メン

バーの募集のため」、13団体が「他団体の活動を間近に見る

ため」と回答した。このように、活動継続のモチベーション

としてだけでなく、全体の半数以上が「イベント」を通じて

会員を募集したり、他団体との交流から活動のノウハウを

学ぶなど様々な機会として活用されていることがわかった。 

5.まとめ 

本研究では、カシニワ制度を通じて低未利用地の活用を

行っている団体を対象に、その活動状況と持続性の関係に

ついて考察を行った。 

活動頻度について、活動内容に花卉の育成や野菜の栽培

といった緑を育てる行為が含まれる団体は活動頻度を維持

している団体が多いことがわかった。また、周辺住民に積極

的に情報を提供したり、実際に活動場所を気持ちよく利用

してもらえるように工夫したり、活動を具体的に知っても

らうような配慮が周辺住民との衝突防止に繋がっているこ

とがわかった。活動参加人数について、樹林型の活用は団員

の興味に合わせて様々な活動を行うことができることから、

活動参加人数を維持している団体が多いことがわかった。 
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注 

1.カシニワ制度では、低未利用地の活用は花園型、樹林型、農園型、

広場型、公共型の５つの型に分類されている。 

2.各分類の回答の内、活動頻度・活動参加人数を維持している団体の

割合を維持率と定義した。 
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